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はじめに 
 

平成19年６月に、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」が改正され（平成20年４月1日施

行）、教育委員会は、毎年、その教育行政事務の管理執行状況について点検及び評価を行い、その結果に

関する報告書を議会に提出するとともに、公表することとされました。この法の趣旨に則り、効果的な教

育行政の推進に資するとともに、市民に対する説明責任を果たすため「平成27年度多治見市教育委員会

の事務の管理及び執行の状況の点検及び評価」を実施し報告します。 

＊多治見市は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律（平成 26 年法律第

76号）附則第２条により、同法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第27条

の適用を受けています。 
 

＜点検及び評価の方法＞ ～多治見市教育行政評価委員会設置要綱～ 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第162号）第27条に基づき、教育に関

する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価を実施するため、多治見市教育行政評価委員会を置いてい

ます。教育について優れた見識を有する方に委員の委嘱をし、次に掲げる事項について、所掌いただいて

います。 

(１) 点検及び評価の実施に関すること。 

(２) その他点検及び評価を実施するために必要な事項に関すること。 
 

＜教育行政評価委員会委員（敬称略）＞ 

(平成26年４月～平成28年３月)    (平成28年４月～平成30年３月)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

氏   名 職  業 備考 

遠藤 由美 大学教授  

土岐 正典 会社社長  

南部 初世 大学教授 委員長 

前田 稔子 社会福祉協議会理事 
 

武笠 正治 
北栄小学校コミュニテ

ィスクール会長 
副委員長 

（教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等）  

第二十七条  教育委員会は、毎年、その権限に属する事務（前条第一項の規定により教育長に委任さ

れた事務その他教育長の権限に属する事務（同条第三項の規定により事務局職員等に委任された事務

を含む。）を含む。）の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を

作成し、これを議会に提出するとともに、公表しなければならない。  

２  教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たっては、教育に関し学識経験を有する者の知見の

活用を図るものとする。 

氏   名 職  業 備考 

南部 初世 大学教授 委員長 

前田 稔子 社会福祉協議会元理事  

松原 信継 大学教授  

武笠 正治 
北栄小学校コミュニティス

クール会長 
副委員長 

矢沢 義幸 
会社役員 

市ＰＴＡ連合会顧問 
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第１章 教育委員会の運営について 

 教育委員会では、毎月１回の定例会議を開催し付議事件を審議・議決してきました。 

また、必要に応じて委員会終了後に協議会を開催し、教育に関する諸問題について、関係者か

らの意見聴取や質疑応答を行いながら、子どもを取り巻くさまざまな問題の現状を把握し、対応

の方向性等を検討しました。平成27年度の開催状況等は次のとおりです。 

 

１ 教育委員会会議開催状況（平成27年４月～平成28年３月） 

（1）開催日数   会議開催 13日 

（2）付議事件数  54件 

（3）議決事件数  42件 

（4）報告事件数  12件 

 ※詳細は次ページ表を参照 

 

２ 主な行事（平成27年４月～平成28年３月） 

（1）校長会、教頭会、教務主任会において毎月１回、教育委員会事務局からの指導、伝達、協

議、情報交換等を実施しました。 

（2）教育長訪問として公立の全小中学校、幼稚園・保育園を年１回訪問し、状況の把握と指導

を実施しました。 

（3）平成21年度から多治見市PTA 連合会と定期的に意見交換会を実施しており、平成27

年度は1回行いました。 

（4）先進地視察として、平成28年2月に福井県大野市・勝山市を訪問しました。 

視察内容 全国学力・学習状況調査、運動能力テスト 

 

＜多治見市教育委員会委員＞ 敬称略 

  

職　　名 氏　　名 備　考

委員長 西尾
にしお

　英子
えいこ

平成24年10月1日 平成28年9月30日
〇1期目：H20.10.1～H24.9.30
○2期目：H24.10.1～

委員長
職務代理者 中澤

なかざわ

　香代
か よ

平成26年10月1日 平成30年9月30日 〇1期目：H26.10.1～

委　員 前田　市朗
まえだ いちろう

平成27年10月1日 平成31年9月30日 〇1期目：H27.10.1～

委　員 小林
こばやし

　甲
こう

一
いち

平成24年10月1日 平成28年9月30日
〇1期目：H20.10.1～H24.9.30
○2期目：H24.10.1～

委　　員
（教育長） 渡邉　哲郎

わたなべ　てつろう
平成25年10月1日 平成29年9月30日 〇1期目：H25.10.1～

任　　　期
自　　　　　　　　　　　　　　至
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第１章 教育行政評価委員会評価（平成28年度第1回多治見市教育行政評価委員会（H28.10.17）） 

特記事項なし  
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第２章 多治見市教育基本計画＜後期計画＞について 

多治見市教育基本計画～教育たじみ生き活きプラン（後期計画）について、基本施策ごとの具体的な施策の

事業の実施状況をまとめ、課題と対策を整理しました。 

実施状況については、１ 目標達成 ２ 計画通り  ３ 遅れている ４ 中止  の４項目で評価した

結果、概ね全ての事業で「計画通り」「目標達成」という結果を得ました。 

＜計画の概要＞ 

● 子ども像 ：自立していくための「力」を身に付け、社会を創る子ども 

● 基本目標 ：子どもの自立「子育ち」を支える教育 

● 基本方針 ：１ 知識理解力の育成  ２ 体力の育成  ３ 社会力の育成  

● 基本施策 ：１ 授業づくり ２ 教育環境づくり ３ 家庭の教育力の向上 

４ 教育における協働  ５ 教育行政の充実 

● 重点プラン 

１ 習慣向上プロジェクトたじみプラン 

２ 親育ち４・３・６・３たじみプラン 

３ 子どもの健康・体力づくりたじみプラン 

４ インクルーシブ教育（支援児包容教育 

＊ 重点プランについては平成27年度第２回教育行政評価委員会（平成28年３月）で、評価・点検

をいただいており、その結果については第３章にまとめてあります 
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  基本施策１　授業づくり

具体的な施策 担当課
Ｈ27年度の主な事業内容

（①などの数字は計画の実施事業項目） 実施状況 課題と対策
参考資料

（　）は別冊子

教育推進課

①家族の約束十二か条三行詩コンクール開催／
家族の約束十二か条に基づき市ＰＴＡ連合会が
「インターネット利用可能な機器を渡す時」の取組
を実践。

計画通り
図：新家族の約束十二か
条

教育研究所

①習慣向上ＰＪ推進委員会の開催。
①朝食調査の実施。
②中学校区懇談会において、習慣向上ＰＪの構
想図の内容を周知。

計画通り
・幼保小中の連携強化に向けて
推進委員会の充実を図る。

（習慣向上ＰＪ構想図）
・朝食調査結果

子ども支援課

②
・公私立保育園・幼稚園合同の研修会で実践交
流を実施し取り組み内容を周知。
・公私立保育園園長会、公私立幼稚園園長会で
習慣向上プロジェクトたじみプランのリーフレット
を配付するなど、私立保育園、幼稚園にも取り組
みを周知し、市域全体での活動の推進を目指し
た。

計画通り ②周知する機会の拡大。

教育推進課
④学習サポーターが、小中学校合わせて約2,700
時間の支援を実施。 計画通り

教育研究所

①全小・中学校の教員が指導案を作成し、それ
に基づいた授業公開。
①教育研究所指導主事が授業参観を行い授業
改善の指導を実施。
①研究主任会を実施し各校の研究主題に即した
授業改善指導。
②精華小学校・南姫中学校が市指定の研究発表
会を開催。
③６年目以下の若手教員を対象に嘱託指導主事
が１人あたり２回訪問指導を実施。
③７年目以上の教員に対して各１回訪問指導。
⑥「ユニバーサルデザインの授業作り」をテーマ
に教師塾参考書「わたしならこうする」第４集を作
成。
⑥研究主任会において「ユニバーサルデザイン
の授業作り」について研修。

計画通り
・授業のユニバーサルデザイン
化を推進するための授業改善指
導の実施。

（「私ならこうする第４
集」の冊子）

教育推進課

④学習サポーターの活用と運用。
⑤学校教育活動充実推進事業費交付金の有効
活用のサポートと諸手続き。

計画通り

教育研究所

①年２回の体力テストの実施と結果分析。
①各園・校において体力アッププランの作成。
①運動アイデア集の作成。 計画通り

・運動が「好き」「楽しい」「得意」
になるための取組の充実。

体力テストの結果
（体力アッププラン計画
書
「運動遊び」アイデア
集）

教育総務課

・各学校において、食育全体計画、食に関する指
導の全体計画を作成、ほぼ全教科の授業で食育
を実施。
・学校給食の年間計画作成し、栄養教諭等で年
間通して活用。
・チームティーチング授業の実施（家庭科45回、
学級活動29 回、スキルトレ及びショートタイム62
回）などにより、栄養教諭のスキルアップを図って
いる。

計画通り

子ども支援課

①公立全幼稚園、保育園、小中学校で体力テス
ト、体力アッププランを実施。

計画通り ①活動内容の充実。

教育推進課 ①保護者との良好な関係づくり研修を実施。 計画通り

教育研究所

①教師塾選択セミナー（１７講座）の開催（１０３名
の参加）。
①教育フォーラム、男女共同参画講演会、人権
同和教育講演会等各種研修会の開催。
②精華小学校を会場に全教科の研究会を開催。
③連接する園・校種間において教諭が授業・保育
を参観。

計画通り
・教育課題に応じた研修会の充
実。

子ども支援課

③
・小学校の授業参観、研究発表会等への参加、
幼稚園園内研に小学校教諭が参加。
・園児と児童との交流を図った。

計画通り
③職員同士の交流機会の拡
大。

（５）読書習慣の定着

教育推進課

③各学校で、子どもが本に親しみやすい図書館
経営ができるよう、司書業務の充実を図った。

目標達成
③巡回司書と学校とのより強い連
携。

（１）基本的な学習習慣・生活習慣の
定着

（２）一人ひとりを大切にしたわかる授
業の実践

（３）健やかな体と発達段階に応じた
運動能力の育成

（４）教職員の力量の向上
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具体的な施策 担当課

Ｈ27年度の主な事業内容
（①などの数字は計画の実施事業項目）

実施状況 課題と対策
参考資料

（　）は別冊子

教育研究所

②「読み切り賞」への取組。

遅れている
・「本好きな児童生徒」の育成の
ための指導の在り方を読書活動
推進委員会において検討。

読み切り賞の読破率
推移表

子ども支援課

①
・毎日、絵本タイムを位置づけ、年齢にあった絵
本の読み聞かせを実施。
・保護者対象の読みきかせ講習会を実施、家庭
や学校での読みきかせボランティアを育成。

計画通り
①絵本の読み聞かせの継続と
内容の充実。

文化スポーツ課

①amazonオールタイムベストの巡回貸出。
②団体貸出。
③読み聞かせ講座の実施。
④学校出前授業の実施。

計画通り
①②④未実施学校への働きか
け。

保健センター

4カ月児健診の機会を利用して、図書館職員とボ
ランティアによるブックスタートの話と絵本の提
供、待ち時間での読み聞かせを実施。 計画通り －

教育推進課 ①教育基本計画での進捗状況との調整等。 計画通り

教育研究所

②「多治見市道徳教育推進計画」の作成、計画
に基づき各中学校区で地域ぐるみの道徳教育を
推進。
②各中学校区において道徳計画訪問を実施、道
徳の授業における教員間の交流。

計画通り
・体験的活動を通した道徳性の
育成（土曜学習や生徒会活動な
ど）。

子ども支援課

①グループ活動や当番活動など、自立心や人と
関わる力を育てる取り組みを日々の保育に組み
入れた。
②飼育、栽培活動など命の大切さや思いやりの
心を育てる活動を実施した。

計画通り
①活動内容の充実。
②活動内容の充実。

（７）小学校の英語活動の取組

教育研究所

①笠原小学校が新たに研究開発学校の指定を
受け、教科としての英語教育を開始。
②全小学校で３・４年生が１８時間の英語活動を
実施。

目標達成 教科化に向けた研究の推進。

教育推進課 ①②体験学習・機会の活用サポート 計画通り

教育研究所
①土曜学習　「わがまちたじみ大好き講座」（９講
座）を実施。 計画通り

講座内容の充実のため、関係機
関との連携の強化。

土曜学習講座一覧

文化財保護センター ―

文化スポーツ課

①芸術普及プログラムおんがくのたね♪実施。
②プロから直接学べる実践講座「たじみごっこ」
の実施。
③専門的内容の、学校では学べない講座「大学
連携講座」の実施。

計画通り ②③内容をより充実させる。

教育推進課
くらし人権課と随時全般連携

計画通り

教育研究所

①人権教育に関する全体計画を各学校が作成
②③全小中学校で「たじみ子どもの権利の日」に
あわせて授業を実施
④多治見市人権主任会において子どもの権利に
関する研修会を実施

計画通り
・人権意識の強化を図るための
意図性・計画性のある指導。

子ども支援課

②
・子どもの権利に関する紙芝居や絵本の読み聞
かせを実施しました

目標達成

くらし人権課

②
・「たじみ子どもの権利の日」協賛事業を募集し、
権利の日のPRを実施。
・第18回たじみ子ども会議を開催（H27.12.13）。
・平成26年度子どもの権利擁護委員活動報告会
を開催（H27.8.4）。
内容：子どもの権利擁護委員活動報告
　　　　たじみ子ども会議活動報告
　　　　講演「子どもの貧困の連鎖への対応」、講
師：岩城正光氏（名古屋市副市長）
④
・昭和小学校職員におとどけセミナーを実施
（H27.8.24）。
内容：子どもの権利～みんなで一緒に考えよう～
・初任者研修会（新規採用教員研修）で、子ども
の権利に関する条例についての研修を実施
（H27.12.15）。

計画通り
子ども会議への子どもの参加が
少ないため、会議のPR方法の
見直しが必要。

（８）本物にふれる体験学習・機会の
充実

（９）子どもの権利についての学習の
充実

（６）発達段階に応じた心の教育の充
実
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参考資料 

基本施策１ 授業づくり  

（１）基本的な学習習慣・生活習慣の定着 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 習慣向上プロジェクトたじみプランの推進～朝食調査 

 

＜小学校の結果＞ 
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＜中学校の結果＞ 

 

 

 

 

 

 

 

  

多治見市の小学生・中学生は、県や全国に比べて朝食をきちんと摂っている割合が高い。ま

た、同じくらいの時刻に寝たり、起きたりしている児童の割合も高く、規則正しい生活習慣

を身に付けている児童の割合が高いと捉えている。 
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（３）健やかな体と発達段階に応じた運動能力の育成 

体力テスト結果 

＜小学校＞ 

 

 

 

 

 

  

小５男子 握力（kg）
上体起こ
し（回）

長座体前
屈（cm）

反復横跳
び（点）

ｼｬﾄﾙﾗﾝ
（回）

50m走
（秒）

立ち幅跳
び（cm）

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ
投げ（m）

全国
平均
以上

（種目）

H23全国 17.20 20.00 33.00 42.70 53.50 9.20 155.80 25.97
H23多治見市 15.60 19.60 31.30 40.60 51.40 9.30 152.20 24.30
全国との差 -1.60 -0.40 -1.70 -2.10 -2.10 -0.10 -3.60 -1.67 0

H24全国 16.71 19.44 32.59 41.59 51.60 9.36 152.36 23.77
H24多治見市 16.10 20.10 31.20 42.10 53.10 9.30 153.20 23.20
全国との差 -0.61 0.66 -1.39 0.51 1.50 0.06 0.84 -0.57 5

H25全国 16.64 19.54 32.73 41.42 51.40 9.38 152.09 23.18
H25多治見市 15.90 19.79 31.40 40.90 52.63 9.36 151.95 22.21
全国との差 -0.74 0.25 -1.33 -0.52 1.23 0.02 -0.14 -0.97 3

H26全国 16.55 19.56 32.87 41.61 51.67 9.38 151.71 22.89
H26岐阜県 16.25 19.41 32.51 42.06 50.88 9.34 151.61 23.37
H26多治見市 15.47 19.71 30.71 43.83 54.34 9.25 152.11 22.19
全国との差 -1.08 0.15 -2.16 2.22 2.67 0.13 0.40 -0.70 5

H27全国 16.45 19.58 33.05 41.60 51.64 9.38 151.24 22.52
H27岐阜県 16.22 19.34 33.04 42.07 50.27 9.36 151.21 22.84
H27多治見市 15.35 20.16 31.92 42.05 54.34 9.27 154.51 22.01
全国との差 -1.10 0.58 -1.13 0.45 2.70 0.11 3.27 -0.51 5

▲ ◎ ▲ ○ ◎ ◎ ◎ ▲

小５女子 握力（kg）
上体起こ
し（回）

長座体前
屈（cm）

反復横跳
び（点）

ｼｬﾄﾙﾗﾝ
（回）

50m走
（秒）

立ち幅跳
び（cm）

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ
投げ（m）

全国
平均
以上

（種目）

H23全国 16.98 18.40 36.90 40.20 41.40 9.50 146.30 15.00
H23多治見市 15.30 17.60 36.60 38.50 38.00 9.60 145.00 14.20
全国との差 -1.68 -0.80 -0.30 -1.70 -3.40 -0.10 -1.30 -0.80 0

H24全国 16.23 17.93 36.70 39.24 39.95 9.63 144.94 14.21
H24多治見市 15.20 18.40 35.40 39.30 40.90 9.50 146.00 14.00
全国との差 -1.03 0.47 -1.30 0.06 0.95 0.13 1.06 -0.21 5

H25全国 16.14 18.06 36.89 39.07 39.67 9.64 144.59 13.92
H25多治見市 15.10 17.61 35.63 38.38 40.81 9.57 145.23 13.97
全国との差 -1.04 -0.45 -1.26 -0.69 1.14 0.07 0.64 0.05 4

H26全国 16.09 18.26 37.22 39.37 40.30 9.63 144.79 13.89
H26岐阜県 15.74 18.10 36.86 39.84 38.94 9.62 144.81 14.53
H26多治見市 15.49 18.69 36.19 41.41 41.23 9.47 146.15 14.67
全国との差 -0.60 0.43 -1.03 2.04 0.93 0.16 1.36 0.78 6

H27全国 16.05 18.42 37.44 39.55 40.69 9.62 144.77 13.77
H27岐阜県 15.74 18.38 37.20 39.97 39.32 9.59 144.88 14.38
H27多治見市 15.18 19.09 36.87 40.06 40.98 9.59 147.40 14.28
全国との差 -0.87 0.67 -0.57 0.51 0.29 0.03 2.63 0.51 6

▲ ◎ ▲ ◎ ◎ ◎ ◎ ○

　◎　：　市平均が全国平均・県平均とも上回った種目
　○　：　市平均が全国平均・県平均のどちらかを上回った種目

　▲　：　市平均が全国平均・県平均とも下回った種目

平成２３年度の調査では、全国平均を上回った種目は１つもなかった。そのため、「子どもの

健康・体力づくりたじみプラン」を作成し各校で自校の体力テストの結果をもとに体力アップ

プランを作成し取組を始めた結果、平成２７年度には、男子が５種目、女子が６種目において、

全国平均を上回る結果となった。また、全国平均を上回らない種目においても全国平均に近づ

いている種目も見られている。 

また、市内すべての小学校で、「縄跳び」と「水泳」について同じ基準の級を設け取組を実施

している。 
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＜中学校＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

中２男子 握力（kg）
上体起こ
し（回）

長座体前屈
（cm）

反復横跳
び（点）

持久走
（秒）

ｼｬﾄﾙﾗﾝ
（回）

50m走
（秒）

立ち幅跳
び（cm）

ハンドﾎﾞｰ
ﾙ投げ（m）

全国
平均
以上
（種目）

H23全国 31.00 27.40 43.50 52.90 374.80 89.40 7.90 198.30 21.90
H23多治見市 28.60 28.20 44.10 51.60 403.80 85.20 7.90 194.60 20.30
全国との差 -2.40 0.80 0.60 -1.30 -29.00 -4.20 0.00 -3.70 -1.60 3
H24全国 29.57 27.43 43.18 51.48 392.58 85.77 8.02 195.33 21.15

H24多治見市 28.50 29.00 44.10 53.10 395.21 87.00 7.90 196.19 20.22
全国との差 -1.07 1.57 0.92 1.62 -2.63 1.23 0.12 0.86 -0.93 6
H25全国 29.21 27.50 43.05 51.08 394.63 84.72 8.04 193.72 20.96

H25多治見市 29.13 27.23 42.31 52.21 396.34 87.51 8.02 195.83 20.43
全国との差 -0.08 -0.27 -0.74 1.13 -1.71 2.79 0.02 2.11 -0.53 4
H26全国 29.00 27.36 42.87 51.31 393.74 85.02 8.03 193.44 20.81

H26岐阜県 29.05 27.40 44.47 52.53 395.92 85.13 7.93 195.42 21.31
H26多治見市 28.90 28.14 43.37 53.09 396.45 89.24 7.81 195.46 19.14
全国との差 -0.10 0.78 0.50 1.78 -2.71 4.22 0.22 2.02 -1.67 6
H27全国 28.93 27.43 43.08 51.62 392.63 85.56 8.01 194.05 20.65

H27岐阜県 29.10 27.42 44.04 52.94 398.36 86.97 7.92 196.21 21.10
H27多治見市 27.96 27.01 44.89 52.53 408.71 87.82 8.00 192.74 19.68
全国との差 -0.97 -0.42 1.81 0.91 -16.08 2.26 0.01 -1.31 -0.97 4

▲ ▲ ◎ ▲ ▲ ◎ ○ ▲ ▲

中２女子 握力（kg）
上体起こ
し（回）

長座体前屈
（cm）

反復横跳
び（点）

持久走
（秒）

ｼｬﾄﾙﾗﾝ
（回）

50m走
（秒）

立ち幅跳
び（cm）

ハンドﾎﾞｰ
ﾙ投げ（m）

全国
平均
以上
（種目）

H23全国 24.50 22.80 45.00 46.20 279.40 60.00 8.80 170.10 13.90
H23多治見市 23.10 21.20 45.30 43.60 302.10 54.20 8.90 165.80 12.40
全国との差 -1.40 -1.60 0.30 -2.60 -22.70 -5.80 -0.10 -4.30 -1.50 1
H24全国 23.95 22.77 45.08 45.49 292.88 57.64 8.87 167.08 13.04

H24多治見市 23.38 23.30 46.20 45.70 304.72 54.47 8.86 166.31 12.49
全国との差 -0.57 0.53 1.12 0.21 -11.84 -3.17 0.01 -0.77 -0.55 4
H25全国 23.74 22.96 45.15 45.27 293.23 57.00 8.88 166.10 12.90

H25多治見市 23.37 21.49 45.40 46.75 296.50 52.81 8.80 165.94 12.36
全国との差 -0.37 -1.47 0.25 1.48 -3.27 -4.19 0.08 -0.16 -0.54 3
H26全国 23.68 22.99 45.25 45.64 291.18 57.50 8.87 166.47 12.81

H26岐阜県 23.84 22.81 46.07 46.09 297.66 56.65 8.80 167.47 13.37
H26多治見市 23.61 22.39 46.69 45.61 307.82 56.85 8.97 169.23 12.62
全国との差 -0.07 -0.60 1.44 -0.03 -16.64 -0.65 -0.10 2.76 -0.19 2
H27全国 23.68 23.26 45.53 46.09 290.03 58.06 8.84 167.28 12.83

H27岐阜県 23.94 22.94 45.97 46.55 296.71 58.15 8.76 168.59 13.30
H27多治見市 23.09 22.52 46.37 46.81 295.52 55.46 8.78 164.85 12.71
全国との差 -0.59 -0.74 0.84 0.72 -5.49 -2.60 0.06 -2.43 -0.12 3

▲ ▲ ◎ ◎ ○ ▲ ○ ▲ ▲

　◎　：　市平均が全国平均・県平均とも上回った種目
　○　：　市平均が全国平均・県平均のどちらかを上回った種目

　▲　：　市平均が全国平均・県平均とも下回った種目

小学校と同様に平成２３年度から比較すると全国平均を上回る種目が増え

ている。また、平成２４年度に小学校５年生だった子どもは平成２７年度

中学校２年生であるが、男子が全国平均を上回る種目数が０→４、女子は

０→３となっている。 

今後は、運動好きの児童生徒が増えるよう取組の在り方を考えていきたい。 
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（５）読書週間の定着 

    小学校・中学校の読み切り図書読破率の推移 

 Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ 

小学校 ８２．１％ ９５．２％ ９２．６％ ９３．９％ ９５．４％ 

中学校 ９．７％ ２２．１％ ３２．８％ ３３．９％ ３８．６％ 

 

 

（８）本物にふれる体験学習・機会の充実 

 

＜土曜学習講座一覧＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【土曜学習の感想】 

・永保寺の中の写真なら授業で見たことがあるけれど、本物じゃないと気づけないことが

いっぱいあった。それに、やったことがない、見たことがない物をたくさん見せてもらっ

たのでとてもおもしろかったです。 

・多治見市に人間国宝がたくさんいることがわかった。ろくろで作るのは形を整えるのが

難しかった。はじめてのことが体験できてよかった。 

・この土曜学習に参加して、土岐川のひみつや生き物が知れてよかったと思いました。土

岐川をこれからきれいにしていきたいです。 

・私は、前から議会ってどんな感じかなと知りたいと思っていたので、とても勉強になり

ました。特に、市長の部屋や議長さんたちの部屋の中がおもしろかったです。でも、質問

をして、答弁を聞き終わり、再質問をしようとしたけれど、途中で恥ずかしくなって、で

きなくて後悔しています。 

1 5月23日 多治見の古刹　永保寺めぐり 111 保護者４０名程度

2 6月13日 美濃焼博士になろう 40

3 7月11日 土岐川の五つのひみつ 96

4 9月12日 多治見のまちを守る 81

5 10月10日 チャレンジスポーツ 105

6 11月14日 多治見ふるさとしごと塾 123 保護者４０名程度

7 12月12日 美濃焼博士になろうⅡ 41

8 1月16日 多治見子ども議会 17

9 2月13日 地元の名人に学ぼう 94 保護者１０名程度

708

備考参加人数

 平成２７年度　土曜学習　参加者人数
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基本施策２　教育環境づくり

具体的な施策 担当課
Ｈ27年度の主な事業内容

（①などの数字は計画の実施事業項目） 実施状況 課題と対策
参考資料

（　）は別冊子

教育推進課
⑧さわらび学級施設移転の決定。
⑨ハイパーＱＵ実施。 計画通り

教育研究所

①②　年２回連合生徒会を開催（すべての学校
が共通のテーマのもと各校が独自の取組を展
開）
⑩自尊感情調査を活用した学級経営の展開

計画通り
・自己充実感を高めるための特
別活動の充実。

（連合生徒会交流会
資料）

教育相談室

③④市独自のいじめ調査を生徒指導主事会で年
間４回実施⑤いじめ対応マニュアルの見直し（子
どもの権利委員会）⑥適応指導推進委員会の実
施⑦「不登校ゼロ」アクションプランの実施

計画通り
⑦「不登校ゼロ」指導→「新たな
不登校をうまない」指導へ。

子ども支援課

①
・一人一人の園児を的確に捉え、誉める保育を
展開することで自己肯定感や意欲の向上につな
げている。

計画通り
①保育技術の向上のための研
修機会の拡大。

くらし人権課

⑥子どもの権利相談室で子どもの権利侵害等に
関する相談を受け、必要に応じ、教育委員会等と
連携。

計画通り －

（２）中学校で30人程度学級編制の
実施

教育推進課

①②30人程度学級を平成28年度から中学校第２
学年にも導入するための規則改正。市費非常勤
講師の勤務条件の改正。 目標達成

②中2・３年生への国・県の制度導入
に向けた要望。

教育推進課
①インクルーシブ関連事務の遂行
④キキョウスタッフの配置等、事務手続き等 計画通り

教育研究所

①個に応じた学習支援ツールとしてiPadを活用し
た授業のありかたを研修。 計画通り

iPadの活用充実のための研修
会の開催。

教育相談室

①ユニバーサルデザインの授業づくり／発達障
がいの可能性のある児童生徒に対する早期支援
事業／居住地校交流の推進。
②幼保小連絡会の実施／多治見市版プロフィー
ルブックの作成と活用／巡回相談の実施。
③特別支援教育コーディネーター研修の実施④
キキョウスタッフ研修の実施。

計画通り

①よい事例の増加。
②多治見市版プロフィールブック
の所持率の向上。
③特別支援教育コーディネー
ターの資質の向上。

事業詳細
・ユニバーサルデザ
インの授業づくり事例
・実施率等のデータ

福祉課 ―

子ども支援課

②
・障がい児巡回支援専門員・支援総括が全園を
訪問し、個別支援計画のアドバイスを実施。その
後定期的に園を巡回し、支援児の状況を把握し
た。

目標達成

保健センター

障がいのある子どもについて、教育委員会や子
ども支援課と幼稚園・保育園・小学校を訪問し、
情報の共有や支援方法の検討を行った。 計画通り －

教育推進課

①市長へ提出した提言書の保護者への周知。
②文化スポーツ課、体育協会、教育推進課が連
携し部活動とジュニアクラブの円滑な連携を支援
するための、「ジュニアクラブ指導者等紹介シス
テム」の構築。

目標達成
①提言内容の進捗状況の把握。
②ジュニアのスポーツ活動ガイド
　ラインの周知。

文化スポーツ課

①スポーツ推進審議会の開催。
②「ジュニア期スポーツ活動ガイドライン」の普
及・啓発。
③学校開放事業（スポーツ開放、学習開放、一般
プール開放）の実施。
④スポーツ指導者講習会の実施。

計画通り

②ジュニア期のスポーツ活動に
携わるへの理解促進。
③学校開放趣旨に沿った適正
利用の促進。
④受講者ニーズを捉えた講師及
び講話内容の選定による内容
充実。

（５）問題行動等の未然防止及び早期
対応 教育相談室

①月１回の要保護児童対策地域協議会の実施。

計画通り

（６）園・学校が抱える問題の解決に
向けた支援の充実 教育推進課

次世代フロアを活かした、教育相談室、子ども支
援課との連携強化。 計画通り

（１）楽しく、安全な園・学校づくり

（３）個に応じた支援の充実

（４）健全なスポーツ活動の推進
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具体的な施策 担当課
Ｈ27年度の主な事業内容

（①などの数字は計画の実施事業項目）
実施状況 課題と対策

参考資料
（　）は別冊子

教育総務課

・各学校において、食育全体計画、食に関する指
導の全体計画を作成、ほぼ全教科の授業で食育
を実施。
・学校給食の年間計画作成し、栄養教諭等で年
間通して活用。
・チームティーチング授業の実施（家庭科45回、
学級活動29 回、スキルトレ及びショートタイム62
回）などにより、栄養教諭のスキルアップを図っ
た。

計画通り

教育相談室
③園・学校との連携を強化し、早期に連絡・相談
できる体制づくりを行った。 計画通り

子ども支援課

①
・保健センターと発達相談、検診の情報を共有。
・発達支援センターなかよし、ひまわりと情報を共
有。また、相互の訪問や見学を通して共通理解
を図った。
・教育委員会、保健センター、関係機関と情報の
共有し、連携を強化。

目標達成

福祉課 ―

教育推進課
次世代フロアを活かした、教育相談室、子ども支
援課との連携強化。 計画通り

教育研究所 ―

教育相談室
⑤全小学校区に３名のスクールガードリーダーを
配置。 計画通り

企画防災課

①小学校４校、中学校２校に対して、防災教育を
実施。新人教員に対して防災講習を実施。 計画通り

今後、防災教育の方策等につい
て教育委員会等と検討を進めた
い。

子ども支援課

①
・防犯訓練（年３回）実施 ・避難訓練（毎月１回）
実施。
・交通指導（毎月１回）実施 ・スモーク体験、地震
体験車。
②
・緊急時園児引き取りカードの作成、活用。
⑤
・運営懇談会（保育園）、評議員会（幼稚園）等
で、委員の方へ災害時の協力依頼。

目標達成

教育推進課
①教育委員会会議における、校長による各学校
の運営状況の説明の実施。 計画通り ①保護者や地域への説明の工夫。

教育研究所 ―

（９）研究指定の見直し

教育研究所

精華小学校、南姫中学校が自校の研究主題にも
とづいて発表会を実施。各発表校の研究をまと
めた研究紀要の作成。

計画通り
　「一人一人が自己充実感をも
つ学習指導」の充実に向けた指
導改善サイクルの充実。

（10）外国人の子どもへの教育支援

教育推進課

①②③外国籍等児童生徒等の相談員・支援員を
ＮＰＯに委託事業とした。 計画通り 28年度からの体制づくり。

教育推進課

①現時点では、最も小規模校であっても１学年１
クラスを保っているため他校との合併や複式学
級の導入は必要ない。

計画通り ―

教育総務課

・現時点では、最も小規模校であっても１学年１ク
ラスを保っており、他校との合同や複式学級の導
入しない。

計画通り

（12）学校施設の有効活用

教育総務課

放課後児童クラブを、各小学校の教室を活用し、
「たじっこクラブ」として再編。 計画通り

利用者の増加による活動スペー
スの確保。

教育研究所

②iPadの整備（小学校各学級に１台、中学校各
学年に１台、特別支援学級児童生徒に各１台）。 計画通り iPadの有効活用。

教育総務課

・教職員用のパソコンについて、セキュリティの向
上、管理の効率化の観点からシンクライアントシ
ステムの導入を決定。 計画通り

タブレット整備の在り方やICT利
用環境整備の促進。

子ども支援課

③
・既存施設の計画的な修繕に努めました。
・（仮称）精華小学校附属愛児幼稚園の建設に向
けた建設検討委員会の立ち上げた。

計画通り ③保護者説明の実施。

（11）小規模校化への対応

（13）施設、備品の整備の充実

（７）危機管理体制の強化

（８）学校評価の活用
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参考資料 

基本施策２ 教育環境づくり  

（３）個に応じた支援の充実 
① インクルーシブ教育（支援児包容教育）の理念にたち、一人ひとりの自立を目指すため、個を支援する教育を推

進します。 

【事業の計画と実施】 

・インクルーシブ教育（支援児包容教育）推進たじみプランを策定して推進をしました。 

 ・ユニバーサルデザインの授業づくりを推進し、事例集を作成し教職員へ配布をしました。 

   ・文部科学省の委託を受け、『発達障がいの可能性のある児童生徒に対する早期支援事業』を 

実施しました（２年目）。２年間で指定校５校にiPadを４０～８０台を導入しました。文部科学省にて、本市の

事業成果について発表をしました。 

※事業成果の概要：後述 

 ・居住地校交流事業を推進しました。 

  ※直接交流の実施率：後述 

 ・バリアフリー化のために、基礎的環境整備や合理的配慮を実施しました。 

  ※実施内容について：後述 

 

② 保健センター、発達支援センター、幼稚園・保育園、学校間で障がいのある子どもの状況を共有し、継続的なケ

アを充実します。 

【事業の計画と実施】 

 ・幼保小連絡会を実施して、特別な支援が必要な児童の状況と支援方法について伝達をしました。 

 ・多治見市版プロフィールブック（たじみスマイルブック）を作成し配布をしました。希望者には、関係者と保護

者が集まり引継ぎ会を実施しました。 

  ※たじみスマイルブックの作成人数：後述 

 ・保護者に対して早期からの情報提供として、小学校見学や就学説明会を実施しました。 

 ・関係機関の者が集まり各園・小中学校へ訪問して支援が必要な子どもに関わる支援方法や就学先について助言を

しました（巡回相談）。実際に子どもの様子を見るなど実態を把握し、各関係機関の情報を共有した上で、より

適切な支援方法や就学先について検討をしました。 

  ※巡回相談の実施人数：後述 

 

③ 通常学級に在籍する発達障がい等がある子どもに対し充分な支援ができるよう、教職員研修を充実します。 

【事業の計画と実施】  

・特別支援教育コーディネーターの資質向上のための研修会を実施しました。（事例を通した研修会など） 

 ・保健センター「特別支援教育から見た子どもの発達」、子ども支援課「専門研修」にて愛着障がいなどについて

研修、小中学校教員を対象に教師塾にて通常学級での支援についての研修などを実施しました。 

 ・特別支援学校二種免許状の取得についての説明会を実施しました。 

  ※取得率について：後述 

 

④ 園・学校体制の中で支援員（キキョウスタッフ）を効果的に配置します 

【事業の計画と実施】 

・小学校に33 人、中学校に4 人のキキョウスタッフを配置し、特別支援教室でのサポートや通常学級における支

援が必要な児童を生活面や学習面の支援をしました。 

・幼稚園、保育園では障がい児巡回支援専門員、支援総括が各園の支援児の状況を把握、支援児担当を配置しまし

た（幼稚園２８名 保育園３５名） 
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平成２７年度 発達障害の可能性のある児童生徒等に対する早期・継続支援事業 

（発達障害早期支援研究事業） 

成果報告書（概要版） 

実施機関名（岐阜県多治見市） 

１ テーマ 

タブレット端末を活用した通常学級における効果的な習熟度を上げる学習の在り方と「多治見式脳活

学習」を活用した教育課程外の時間における効果的な補習学習の在り方 

 

２ 問題意識・提案背景 

本市では、児童生徒数が減少しているが特別支援学級在籍者は増加している。小学校低学年において

は、集団に適応できない子どもが増えてきたため学級経営が困難になってきている。中学校においては、

二次障がいのため学習への意欲を失っている生徒もいる。また、幼稚園・保育園においても支援を要す

る子どもが増加しており、支援員の需要がたいへん増えてきている。そこで本市では平成２５年度より

インクルーシブ教育推進委員会を立ち上げ、インクルーシブ教育システムの構築を進めてきた。３つの

基本方針の中の１つに「一人一人の教育的ニーズへの対応がある」があり、タブレット端末を活用する

ことでより効果的な支援ができるのではないかと考え昨年度より文部科学省の委託を受けて取り組ん

でいる。また、平成２０年度より小１プロブレムの解消のために「多治見式脳活学習（※）」を開始し

た。実践する中でこの取り組みは発達障がいの可能性のある子どもにも効果が見られることが分かって

きた。 

※多治見式脳活学習とは、子どもの実態に合わせて、楽しみながら活動することで、集中力アップ・

基礎学力の向上・自己肯定感を高める活動である。 

 

３ 指定校における取組概要 

 

（１）目的・目標 

小学校では、早期発見・早期支援をすることで二次障がいを防ぐ。 

中学校では、二次障がいを起こしている生徒のつまずきの状態を軽減する。 

（２）学習面や行動面で何らかの困難を示す児童生徒の明確化 

「障がいの状態」「学力」「自尊感情」の３つの視点から対象児を明確にする。 

ア．「障がいの状態」については校内委員会や多治見市独自で活用している発達障がいの状態を把握す

るチェック表をもとにしてとらえる。 

イ．「学力」についてはＣＲＴ検査や前学年までの漢字や計算などの基礎的な内容に絞った学力テスト

でとらえる。 

ウ．「自尊感情」については「多治見式ＳＥ調査（※）」を実施して数値化してとらえる。 

※多治見式ＳＥ調査とは、市教委が大学教授との指導を受けて作成したもので、質問に答えると、自尊

感情（最大値が４）とその分析として自己評価、ソーシャルサポートが分かるものである。 

（３）学習面や行動面で何らかの困難を示す児童生徒に対する支援内容 

ア．授業（一斉指導）における指導方法の工夫内容 

授業の導入部において、１人に１台のタブレット端末を与えて既習の内容の反復練習をする。その

ときに、どの問題をやるのかを明確にし、できたことをほめるように支援をする。また、授業の終末

部においても、１人に１台のタブレット端末を与えて本時学習した内容について練習をして「できた」

「わかった」という達成感を味わえるようにする。また、対人が苦手な児童生徒には、小集団に１台

のタブレット端末を与えて、タブレット端末を介した小集団での交流をすることで、人との関わりを

生み出しながら、学習に向かえる支援をする。 

イ．放課後補充指導等の個別の指導における指導方法の工夫内容 

教育課程外の時間において「多治見式脳活学習」を行う。この学習のポイントは、（ア）スピード・

リズム・タイミング（徐々にスピードが上げる、リズムに合わせる、タイミング良くほめる）（イ）

朝や授業の導入で行う（ウ）長くても１０分でやめる（エ）遅い子のペースに合わせない（オ）子ど

もは少し難しいことが好きの５点である。このときに、発達段階に応じて教材や方法を変えていく。

幼稚園・保育園から小学校の低学年は学習習慣の向上を重点に、それ以降は基礎学力の向上を重点に

して取り組む。 

（４）学習面や行動面で何らかの困難を示す児童生徒に対する支援内容の妥当性の評価手法 
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   支援が適切であったかどうかについては、「障がいの状態」「学力」「自尊感情」の３つの視点からと

らえ、その変容で評価をする。 

ア．「障がいの状態」については校内委員会や多治見市独自で活用している発達障がいの状態を把握す

るチェック表をもとにしてとらええ、どれぐらい適応するようになったのかを把握する。 

イ．「学力」についてはＣＲＴ検査や前学年までの漢字や計算などの基礎的な内容に絞った学力テスト

でその伸びをとらえる。 

ウ．「自尊感情」については「多治見式ＳＥ調査」を実施して前回と比較をする。 

４ 主な成果 

（１）子どもの状態像に応じて、タブレット端末の活用方法を変えていくことが重要である。 

 ア．子どもの状態像「注意力散漫」「学習意欲が低い」「学力が遅れている」の場合には、１人に１台の

タブレット端末を与えてドリル的学習をする。 

・注意力散漫な場合は、制限時間を設けタブレット端末で多くの問題を解く。 

・学習が苦手な場合は、スモールステップでタブレット端末を使って繰り返し練習をする。 

・「できた」「わかった」という達成感を味わわせ、ほめることで意欲の持続をする。 

イ． 子どもの状態像「人と関わることが苦手」な場合は、タブレット端末をグループに１台与えた小

集団での活動を行う。 

  ・グループ交流の意見をタブレット端末でまとめたり、タブレット端末を交流するための資料となる

ようにしたりして、タブレット端末を介した関わりを生み出し、学習意欲を高める。 

（２）「多治見市脳活学習」では、スピード・リズム・タイミングを大切にして取り組むことで、発達障

がいの可能性のある児童生徒も一緒に取り組むことができるようになる。また、タイミングよく個

の伸びをほめることで、意欲化を図ることができた。さらに、支援の必要な児童生徒の興味や関心

のある素材を入れることで取り組みやすくなった。 

 

５ 今後の課題と対応 

（１） 通常学級の中で支援が必要な児童生徒にだけタブレット端末を与えた支援をすることができる

ようにしていく。例えば、ＬＤの児童生徒にだけデジタル教科書を活用させるなどの工夫をして

いく必要がある。そのために今後は、３つの視点から児童生徒の困難さをとらえて、その上でデ

ジタル教科書など支援方法を明確にする。そうした多様な学びに応じた支援をするためには、児

童生徒の理解だけでなく、保護者への理解を促し、組織で対応するような仕組みをつくる。また、

そうした多様な学びへの対応した事例を集め、市内へ周知することで教職員の意識を変えてい

く。 

（２）指定校で実施したタブレット端末を活用した支援を市内に広げていく必要がある。そのため集めた

事例（今後も集めていく）を市主催の既存の研修の中に組み込み周知をしたり、来年度以降も指定

校を継続し授業公開を行って理解を促したりしていく。 

（３）多治見式脳活学習において、発達段階で付けたい力を具体化する必要がある。例えば、どの段階で

はどの学習習慣を身に付けるようにするのかを明確にすることで活動中にほめる内容も変化して

くる。 

（４）発達障がいの可能性のある児童生徒に対して有効な教材を開発していく必要がある。これは個によ

って興味や関心の違いがあるので一般的なものではなく、個によってどのような教材が有効である

かを実践しながら見いだしていく過程を明確にしていけると一般化が図れていく。 
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① 居住地校交流（直接交流）の実施率（％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 基礎的環境整備と合理的配慮について 

平成２７年度に実施した基礎的環境整備（共通となる設備など） 

  小学校の体育館の新築 

      ・校舎と体育館をつなぐ通路にスロープの設置 

   ・体育館内外の段差をすべて解消 

   ・多目的トイレの設置 

   ・障害者用の駐車場から体育館へのスロープの設置 

  ２つの小学校の調理場の建設に伴うエレベーターの設置 

      ・調理場用のエレベーターに、非常時に人も乗れるエレベーターの設置 

平成２７年度の保護者と合意形成して実施した合理的配慮（個別の対応となる設備など） 

  難聴の児童生徒に対して補聴器に対応した送信機（ＦＭマイク）を購入 

・学校行事や学年集会などで、話す人がＦＭマイクを持つことで、話の内容が分からないことはあって

も声が聞こえるという安心感の中で参加することができている。 

・学級活動の話し合いにおいて、学級の仲間が話すときはＦＭマイクを持って話すことで、周りの仲間

が本児のことを知り意識して活動することにつながっている。 

  居住地校交流をするときに、簡易的なスロープの設置 

・対象の児童が居住地校交流で来校したときに、校舎に車いすのまま入れるようにすることで来校した

ときの負担を軽減した。 

  ４才児で発語のない園児に対して、タブレット端末の音声アプリを購入 

   ・カードなどで代替え言語を使っていたが、アプリを活用して音で相手に意思を    伝えることが

できるようになり、自分の意思が伝わることを楽しんでいる。 

   ・今後は、そうしたアプリの活用がめんどうになり、次第に発語するきっかけになることをめざしてい

る。 

  タブレット端末にデジタル教科書（小学校 国語 ３～６年生）を試験的に導入 

   ・読字障がいのある児童が音読をするときに、音声を活用して学習をする。 
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③ たじみスマイルブックの所持者数（人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 巡回相談の実施人数（人） 

 

 

 

⑤ 特別支援学校二種免許状の取得率（％） 
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基本施策３　家庭の教育力の向上

具体的な施策 担当課
Ｈ27年度の主な事業内容

（①などの数字は計画の実施事業項目）
実施状況 課題と対策 参考資料

教育推進課

①家族の約束十二か条三行詩コンクール開催／
家族の約束十二か条に基づき市ＰＴＡ連合会が
「インターネット利用可能な機器を渡す時」の取組
を実践（再掲）。
②小中学校保護者対象に親育ちリーフレット配
布。
③南姫中学校区をモデル校区に、プレママサロ
ン、親育ちつうしん発行等の事業を実施。
④単位ＰＴＡに対し、「話そう！語ろう！わが家の
約束運動」の促進。

計画通り 更なる取組促進。

教育研究所
③夏休み得意セミナーにおいて親子で参加でき
る講座を開設。 計画通り ・講座内容の工夫。

教育相談室 ―

保健センター

母子健康手帳交付や乳幼児健診の機会を捉え、
子どもの健全な発育発達を促す子育て環境につ
いて説明し、親子の良好な関係づくりに努めた。 計画通り

健診未受診者については、家庭
訪問、電話、園訪問等で状況把
握し、必要な情報提供を行う。

子ども支援課

②
・入園式、参観日、園だより等で、『親育ち４・３・
６・３たじみプラン』のリーフレット配付、概要を説
明。
・基本的生活習慣アンケートを実施し、子どもの
家庭での様子を把握。
・保育園、幼稚園の園長、副園長が保健センター
の10 ヶ月健診に出向き、制度について説明。
・各園において、未就園児親子対象に未就園児
広場（園庭開放）を年５～７回実施。
③
・家庭教育学級を幼稚園全園で実施し、親子ふ
れあい遊びを実施。
・保育園、幼稚園保護者対象で食育講演会を実
施。

目標達成

文化スポーツ課

①地域と公民館が連携したイベントの開催
②親子対象事業の情報発信（BunBunねっと、公
民館だより、子ども夢ネットなど）

計画通り
②より多くの方に見て、興味を
もってもらえるような工夫。

くらし人権課

②母子手帳交付時に、「子どもの権利に関する
条例」リーフレットを配布。
③
・子どもの権利学習講座を実施。
内容：親子で学ぼう！護身術（H28.3.5）
講師：大沼もと子氏（Wen-Do Project)
・子どもの権利セミナーを実施。
内容：小学生ママのための「子育てをがんばるマ
マに伝えたいこと（H28.3.12）
講師：奥村美紀氏（NPO法人ママズカフェ）、牧野
民賀氏（産業カウンセラー）

計画通り

母子手帳交付時には配付資料
が多く、読んでもらえるような工
夫が必要なため、
内容を見直した。平成28年度か
らは改訂版を配布。

教育推進課
親育ち４・３・６・３・、ＰＴＡ活動を通じて恒常的に
実施。 計画通り

教育相談室 日常的に実施。 計画通り

子ども支援課

①
・保護者参加型のたんぽぽ班、スモーク体験、
AED講習、救命救急講習、消火訓練を実施。
・事故予防訓練を実施しました（保護者の見守り
協力による園児の一人歩き体験）。
・クラスだより、園だより、行事ポスター掲示によ
る保護者への啓発を行った。

目標達成

（３）家族のコミュニケーションを深める
機会づくり 教育推進課

①市内親子対象に読み聞かせ講座を開催／青
少年まちづくり市民会議で親子を対象とした事業
を実施。

計画通り 更なる取組促進。

教育研究所
①夏休み得意セミナーにおいて親子で参加でき
る講座を開設。 計画通り ・講座内容の工夫。

文化スポーツ課
①親子で参加できる講座の実施（地球子家どん
ぐりくらぶ、親子木工教室、育メン講座など）。 計画通り

①父親の参加。
新たな事業の実施。

（１）親子の良好な関係づくり

（２）防犯、事故防止
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具体的な施策 担当課
Ｈ27年度の主な事業内容

（①などの数字は計画の実施事業項目）
実施状況 課題と対策 参考資料

子ども支援課

①
・各園でノーテレビ・ノーゲームの日を設定し、家
庭に呼びかけた。
・保育園、幼稚園保護者対象アンケートを実施。

計画通り
①
・取り組みの交流。
・家庭への周知方法。

教育研究所
①朝食調査を年３回実施。

計画通り
・調査結果を生かしたした食育
指導。

教育総務課

・子どもたちの体格・体力向上を図るため、家庭
への食の情報発信活動として、「食のうながっぱ
プロジェクト」を実施。
　Ｈ27　222名参加（グランパスツアー２回（101
人）、調理体験等４回（121人）
・保護者対象の食育実践体験（５回　211人）。
・健康、栄養手帳（レシピ集）の配付（小６、教員、
市民　約1,300部）。

計画通り

子ども支援課

①園で栽培した野菜等を園児が洗う、切るなどの
調理体験をし、給食の材料として使用し、みんな
で食べようとする体験学習をした。
②給食試食会で早寝・早起き・朝ごはん
野菜の摂取の大切さについて周知。食事量と食
事バランスを確認できるようにサンプル給食を実
施。

計画通り

保健センター

①「朝食月間」でポスターを各施設に配布し、「早
ね・早おき・朝ごはん～朝ごはんにプラス１しよう
～」を周知。
②市内の全幼稚園・保育園児を対象に「朝食調
べ」を実施し、結果を全園と保護者に報告。

計画通り

②毎日主菜、あるいは副菜を食
べた人が半数以下だったので、
特に毎日野菜を食べる人を増や
すため、朝食簡単メニューを紹
介する。

教育推進課 ①南姫校区でプレママサロンを実施（再掲）。 計画通り

教育研究所
①「親育ち４・３・６・３」をテーマに教育フォーラム
を開催。 計画通り ・ホームページ等の活用。

教育相談室 日常的に実施。 計画通り

教育総務課 ―

くらし人権課

②おとどけセミナー「子どもの権利～みんなで一
緒に考えよう～」を実施。
実施回数：7回（昭和小学校を除く）

計画通り －

福祉課 ―

子ども支援課

①
保育園や幼稚園の保育士が児童館や公民館で
子育て講演会や育児相談を行った。

目標達成

保健センター

地区担当保健師が、地域の児童館・児童セン
ターへ定期的に出向き、育児相談や月齢にあっ
た子育てや病気の予防についての集団指導を実
施した。

計画通り
児童館等へ足を運べない親子
への支援も必要と考える。家庭
訪問や乳幼児相談で対応する。

（４）食育の促進

（５）教育や子育ての情報の発信
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基本施策４　教育における協働

具体的な施策 担当課
Ｈ27年度の主な事業内容

（①などの数字は計画の実施事業項目） 実施状況 課題と対策 参考資料

教育推進課
③笠原校区のＡＬＴ配置等による英語一貫教育
実施。 計画通り

教育研究所
①「いきいき遊び」「脳活学習」、インクルーシブ教
育、体力向上を中心に連携。 計画通り

・幼保小中の連携強化に向けて
推進委員会の充実を図る。

教育相談室
次世代フロアを活かした、教育相談室、子ども支
援課との連携強化。 計画通り

子ども支援課

①
・『早寝・早起き・朝ごはん』を啓発。
・いきいき遊びを充実し継続的に取り組んだ。
・支援を要する子の個別支援計画作成し対応。
②
・中学校区懇談会を2回実施し、計画と反省がで
きるようにした。

目標達成

教育推進課
次世代フロアを活かした、教育相談室、子ども支
援課との連携強化。 計画通り

子ども支援課

②
・各園の評議員会、運営懇談会において、保育
参観や給食試食など園の生活を理解していただ
く機会を設け感想や意見を聞き取った。
・年度末の評議員会、運営懇談会で外部評価を
受け、ホームページに公開。

目標達成
②
・園行事との調整。
・保護者の協力体制つくり。

教育推進課

①子どもが青少年まちづくり市民会議等の行事
で運営主体の一員となり、積極的にボランティア
活動をするよう働きかけている。 目標達成

①子どもが企画立案し、実行できるレ
ベルまでの押し上げ。

図：青少年育成だより

文化スポーツ課

①公民館において子どもたちがボランティアとし
て事業の運営に参加（公民館まつりなど）。 計画通り

①子どもが主体的に参加だきる
ように事業内を工夫。

子ども支援課

②
・児童館等で多世代間交流事業として以下の事
業を実施。
○伝承あそび（コマ、羽根つき、ちぎり絵など）
○敬老会への参加（プレゼントづくりなど）
○多世代運動会、 まちづくり市民会議との共催
行事（お正月フェスタ、クリスマス会、夏祭りなど）
○地域の祭りでの宮太鼓披露、デイサービスセ
ンターと老人福祉センターとの交流事業など。

計画通り

教育推進課

②道路管理者、警察、学校関係者による通学路
の安全点検を実施。 目標達成

①②多治見市通学路交通安全プログ
ラムの実行。

教育相談室 ―

くらし人権課
③防犯パトロール車の貸し出しにより、地域の見
守り活動を支援。 計画通り －

道路河川課

根本町12丁目交差点において、横断歩道新規設
置を含めた交差点改良の実施等。

目標達成

地元住民から安全確保のいくつ
もの要望が出されるが、予算に
限りがあるため、優先順位を付
けて対応して行く必要がある。

（５）表彰等を通じた育成

教育推進課

①②③団体11件、個人5件（11人）につき教育長
賞詞を授与／地域団体や私立中学校にも推薦を
促した。

計画通り

教育推進課

②外国籍等児童生徒についてＮＰＯの情報提
供、協力等を得た。 計画通り

教育研究所

②土曜学習講座において地域事業者等との連携
により実施。 計画通り ・関係機関との連携。

（７）子ども施設等との連携

教育推進課

①子どもを取り巻く課題の意見交換として、「青少
年まちづくり市民大会」パネルディスカッションで、
中学生をパネリストに招き、意見を聴取した。
②地域主体の子育てサロンと親育ち支援で連携
を図った。

目標達成
①出てきた意見に対して、生徒会等
が中心に具現化する意識づくり。

教育相談室 ―

（４）地域ぐるみの安全の確保

（６）地域の事業者やＮＰＯ等の協力
による学習等の充実

（１）幼稚園・保育園・小学校・中学校
の連携の強化

（２）園・学校運営への参画・支援の
仕組みづくり

（３）子どもが活躍できる場づくり
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具体的な施策 担当課
Ｈ27年度の主な事業内容

（①などの数字は計画の実施事業項目）
実施状況 課題と対策 参考資料

文化スポーツ課

①青少年まちづくり市民会議、児童センター運営
委員会、学校評議員会に出席し、地域の子ども
について意見交換。 計画通り

子どもに関する事業をより連携し
て行える環境づくり。

子ども支援課

①
・児童館では、全１３館を対象に連絡会議を年間
6回開催し、広く意見交換を行い、子育て支援の
課題や対応を話し合った。
・地域子育て支援拠点では、全5施設で年3 回連
絡会議を開催し、広く意見交換を行い、子育て支
援の課題や対応を話し合った。
②
・児童館や児童センター、公民館、子育て支援セ
ンター等乳幼児期を中心とした親育ち事業を参
観し、事業を価値づけ広報するなど連携を画策。
・ＮＰＯ法人まぁーるが運営を受託する子育てひ
ろばの活動を通じて家に閉じこもりがちな育児中
の保護者の悩みを共有し、他機関との連携も
行った。
・親教育プログラム「Nobody's Perfect ～完璧な
親なんていない～」を２クール（連続６回講座で１
クール）実施し、良好な親子関係について学ん
だ。

計画通り -

保健センター

幼稚園・保育園、児童館・児童センター・子育て
支援センター、子育て支援ＮＰＯ（まぁーるやママ
ズカフェなど）と連携し、育児不安の強い母親支
援や、教室（ベビークラブやＢＰプログラム）に参
加した。

計画通り －
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参考資料 

基本施策４ 教育における協働  

（３）子どもが活躍できる場づくり 
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第２章 教育行政評価委員会評価（平成28年度第1回多治見市教育行政評価委員会（H28.10.17）） 

 

１ 評価の方法について 

  以前より言及している点であるが、事業ベースの評価になっており、事業が実施できたか否かの判断にと

どまっているため、次に向けての「課題と対策」を導き出すのが困難になっている。今回は、どのような

手続きを経て、「課題と対策」を記述したのか。4つの基本施策の下での「具体的な施策」は妥当か、さら

に「事業内容」が最適かを検証できる手続きこそが、実質的な評価となる。 

  ←（教育委員会）評価方法と記載についてはなかなか難しい点である。来年度、次期計画を策定すること

になるが、評価方法についても計画に明確に位置付けていきたいと考えている。 

２ 「遅れている」という評価について 

「遅れている」という評価を過度に気にする必要はない。 

３ 読書習慣の定着について（基本施策１授業づくり） 

  巡回の司書ということだが、学校図書館法６条1 に基づき学校司書の全校配置は実施しないか。 

  ←（教育委員会）現在、図書館司書事業については、多治見市文化振興事業団に委託している。概ね良好

で運営されているため、今後も現状の形式で内容の充実に努めたい。 

４ 土曜学習について 

  土曜学習の参加者の感想からは、満足度も高いことがわかるが、全体としての満足度はどのようなニュア

ンスか。  

    ←（教育委員会）参加者からは好評である。一部、知らない人の中に入って不安があるという意見はあっ

た。申込は 996 名の応募があったが、施設の関係で一部制限が生じたケースもあった。今後、ひとり

でも多くの子どもたちが参加できるしくみを考えていきたい。 

５ 読書習慣の結果について 

  無理な頑張りをさせないことも必要。数字的なデータだけからではなく、家庭環境やその背景の問題もあ

る。頑張る視点をステップごとに考えていくことが必要。ほめられるからやっていけることもある。 

  ←（教育委員会）多治見市では、学校の先生に褒められた数値が高い調査結果が出ている。良い事例のひ

とつとしてご紹介する。 

６ 子どもの権利の取組について 

教育基本計画の多面的な施策に敬意を表する。多治見市子どもの権利条例は政策の基盤であるはず。授業

だけでなく、全般において、子どもの権利の視点からの項目、評価の精査等のデータがあるとよい。また、

子ども会議と連合生徒会の連携や交流も行っていくとよい。 

←（教育委員会）御意見を課題とさせていただきたい。 

７ 不登校（基本施策２ 教育環境づくり）について 

  基本施策２教育環境づくり（１）の、課題と対策の項目にある『「不登校ゼロ」指導→「新たな不  

                                                  
1学校図書館法 （学校司書）  

第六条  学校には、前条第一項の司書教諭のほか、学校図書館の運営の改善及び向上を図り、児童又は生徒及び教員による学校図書館の利用の

一層の促進に資するため、専ら学校図書館の職務に従事する職員（次項において「学校司書」という。）を置くよう努めなければならない。  

２ 国及び地方公共団体は、学校司書の資質の向上を図るため、研修の実施その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 
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登校をうまない」指導』は具体的にはどんなことか。 

 ←（教育委員会）「不登校ゼロ」への対応として「新たな不登校をうまない」指導をめざしている。相談室、

保健室等を活用して、子どもの居場所を確保しながら、一人ひとりのニーズに合わせて対応している。 

８ 次世代育成フロアについて 

  連携強化となっているが、具体的にどのようか。 

 

 ←（教育委員会）保健センター・子ども支援課・教育委員会で情報を共有し、支援の必要な親子に切れ目の

ない対応を行っている。駅北庁舎ができるまでは、本庁・笠原庁舎・保健センターの３ヶ所の建物にあっ

た部署がひとつのフロアに集結した。途切れのない支援がより充実したことや、警報発令時の即時連携な

ど、新たな成果が多々表れている。 

９ 放課後児童クラブについて 

  スタッフの確保ができているか。また、放課後デイサービスとの連携はどうか。 

 ←（教育委員会）委託先のプロポーザルの際に位置づけている。特別の配慮についても明確にしている。 

10 保護者対応等について 

保護者で困っている人がいる。保護者対応について教職員を守るシステムはあるか。 

 ←（教育委員会）市長中心にオール多治見で連携・対応している。PTAの力を得ながら関わり方についても

大切に対応している。 
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第３章 重点施策について 

１ 多治見市４大教育プラン 

（１）習慣向上プロジェクトたじみプラン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）子どもの健康・体力づくりたじみプラン 
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（３）インクルーシブ教育（支援児包容教育）推進プラン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）親育ち４・３・６・３たじみプラン 
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２ 平成27年度から新たに実施した取組（新規事業） 

○土曜学習について 

【目的】 

学校週５日制が完全実施され、１０年あまりが経過。各地域で休日の様々な活動が行われ、土曜日に様々な

有意義な経験を積んでいる子どもたちがいる一方、必ずしも有意義に過ごせていない子どもたちも少なからず

存在するとの指摘があった。 

文部科学省では、土曜日において子どもたちに、これまで以上に豊かな教育環境を提供し、学校、家庭、地

域が連携し役割分担しながら多様な学習や体験活動等の機会の充実に取り組むことが重要としている。 

そこで、教育委員会管理のもと、企業や市民団体、各関係機関等と連携・協力し、教育課程外の体験的学習

を実施し、子どもたちがこれまで以上に豊かで有意義な土曜日を実現させるために、土曜学習「わがまち 多

治見大好き講座」を実施する。 

実施にあたっては、郷土の伝統や文化、産業をテーマにしたり、多治見が誇る様々な分野の方々から学んだ

りすることを通して、多治見のよさを知り、多治見に愛着をもち、多治見を誇りに思うことができる子どもを

育てることを大切にする。 

※【まとめ】については、土曜学習「わがまち 多治見大好き講座」実施報告を参照 
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３ 教育委員会の重点施策 

○施設の更新、修繕 

１．昭和小学校屋内運動場について（平成27年９月竣工） 

 ※パンフレット 

２．養正小学校屋内運動場について（非構造部材耐震補強） 

 ※資料 

 

４ 教育大綱・多治見市第７次総合計画 

（１）多治見市教育大綱 

① 大綱策定の趣旨 

平成 27年４月に地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第162号）が一部改正

され、市長は、教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱を定めることとされました。 

これを受け、市長及び教育委員からなる総合教育会議において、教育行政の目標や方針等について

協議を行い、多治見市教育大綱として定めるものです。 

② 大綱策定にあたっての考え方 

教育に関する施策の根本となる方針等については、第６次総合計画や教育基本計画の考え方や課題

等を踏まえ策定された第７次総合計画（平成28年度～平成35年度）に掲げられていることから、本

市の教育大綱は第７次総合計画を基本として策定しています。 

具体的には、総合計画に掲げられるまちづくりの基本方針を大綱の目標とするとともに、基本方針

を実現するための施策の柱は、総合計画における教育関係の施策により構成しています。 

今後、本大綱の基本方針を踏まえ、教育基本計画が策定されることとなります。総合計画・教育大

綱と教育基本計画が相互に影響を与え策定される仕組みにより、基本的な考え方や方針を継承しつつ、

教育行政の確実なレベルアップを図ります。 

なお、スポーツ及び文化（文化財を除く）に関することについては、多治見市教育に関する事務の

職務権限の特例に関する条例（平成22年条例第37号）により、市長が管理し、執行することとして

いることから、本大綱には掲げておりません。 

③ 大綱の期間 

大綱の期間は、第７次総合計画の前期計画期間に合わせて平成 28年度から平成 31年度までの４年

間とします。ただし、総合計画が見直された場合には、本大綱も併せて見直すこととします。 

（２） 第７次総合計画  

① 基本方針 

「まるごと元気！多治見」 

      本大綱の推進により、まちの財産である「人財」を育むことで、多治見市を元気にし、「まるごと

元気！多治見」の実現を目指します。 

   ≪「まるごと」とは≫ 

     第７次総合計画（平成28～35年度）では、人口減少による様々な課題を克服する原動力として多治

見らしさを高め、「子どもの目」「大人の目」「女性の目」「男性の目」「障がいのある人の目」「老人の

目」など多面的な視点により、中心市街地と郊外団地、地場産業と新規産業など相対するもの両方を

元気にする「まるごと元気」をキーワードとした視点でまちづくりを行っていくこととしています。 

② 施策 

 (ア) 親育ち・子育ち支援 

      安心して子育てができ、子どもと共に成長する喜びを感じられるよう、子どもに関わる総合的な相
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談支援体制をはじめ、子育て・親育ちを支える環境を充実させます。また、家庭・地域・学校など多

様な人間関係の中で、豊かな心を育み、自立する力を身に付けることができるよう、子育ち環境を充

実させます。 

  (イ) 学校教育の充実 

      子どもが学力・体力・社会力を身に付け、多治見に愛着を持ち、将来活躍できる「人財」となるよ

う、特色ある教育を充実させます。 

 (ウ) 学校教育施設などの整備 

      特色ある教育を支えるため、教育施設や設備を充実させます。 

  （エ）文化財の保護、研究 

      文化財の保護・活用を通し、郷土の歴史や文化の理解を促し、郷土愛を育む取組を進めます。 
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平成 27年度第２回教育行政評価委員会要点録 

平成 28 年３月 18 日（金）14 時～ 駅北庁舎４階第２会議室 

 

参加委員（敬称略） 南部初世、遠藤由美、武笠正治、前田稔子 （欠席 土岐正典） 

事務局 渡辺哲郎教育長、永冶友見教育次長、小澤稔教育総務課長、河本英樹教育研究所長、田中慎一郎

教育推進課主幹、東山学史、柳原伸哉、佐々木和哉、日比野至、山内祥子 

 

委員会の流れ 

教育委員会の事業のうち、４大プロジェクト、新規事業、重要施策について説明。４大プロジェクトは

パワーポイントを使用（説明は各担当者）。その後、質疑応答、意見交換。 

 

※事務局からの説明は省略 

 

【質疑応答】 ＜・＝質疑 →＝応答＞ 

○４大プロジェクトについて 

・体力が向上しているのはわかったが、データを見て気になったのが、平成 23 年度の小学校５年生の子は

平成 26 年度の中学校２年生である（平成 24 年度は平成 27 年度）。23 年度から 26 年度は全体的に向上、

マイナスでもそれが小さくなっているが、24 年度から 27 年度は、向上はしているものの、シャトルラン

や持久走が落ちている（下がっている平均よりもさらに悪い）。（子どもの健康・体力づくりたじみプラン

による）努力はわかるが、何か原因があるのか、それも分析して欲しい。（マラソンが嫌いな子が多い） 

・食育で、朝ごはんを食べていない子が少しずつ増えているのが気になる。中学生になると数字が大きく

なる。ネグレクト、貧困が関係するのか？ 

→持久力の低下はおっしゃる通り。握力、走力に力を入れた結果。今後は総合的な力をつけ、そこに楽し

さを取り入れていくことを目指す。 

 朝食を摂っている割合は多いが、摂っていない子に目を向けると、朝食が用意されていないということ

もあり、ここに注目しなければならない。不登校ということではないが、数字だけではなく一人ひとりの

家庭状況を見ていく。 

・（プランによる様々な取り組みについて）詳しく説明を受けたが、体育の授業も大事だと考える。アイデ

ア集などで提示もされているが、授業自体はどのように行われているのか、どう把握しているのか？ 

→小中を分けて考える必要がある。小学校は体育を専門としていない教員が指導する。その中で、アイデ

アブックで、「こういう力を付けさせるためには、こういう運動をするといい」というヒントを与えること

で、専門としない教員にも単元の狙いとなる入り口となることが期待できる。中学校では運動時間の確保

が大事。特に準備体操（その種目に関わる準備体操）と競技種目の関連性を考え、見直す必要はある。何

度初めに体力、運動測定を行うので、その学校のよさ、課題を知り、特に課題を授業の中で補っていける

ような運動を考えていく。 

・しっかり説明を受けた。資料では平成 23～24 の数値から伸びているが、握力だけ上がっていないのが気

になる。これだけできるチーム力があるなら取り組んでもいいと思うが。 

→体力向上推進委員会でも話題となった。握力計の問題（測定の問題）もあるかもしれない。 

・遊具の選択が大事だと思う。福井県の取り組みが参考にされている。 

・充実した運動時間の確保（小学校のロング昼休みなど）、運動が好きな子を育てるとあるが、走っている

写真である。この時間に走っているのかと思わせる印象的な写真である。運動の楽しさという言葉も出て

いるが、運動の苦手な子に運動が好きになってもらうための仕掛けは？幼保ではダンスなど遊びの  
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観点であるが、小中学校ではどのように発展していく可能性があるのか？苦手な子にどう働きかけるか？ 

→写真は偶然である。完成したら提示する（整理中）が、アイデア集（こうすれば楽しく運動できる）で

示す。 

・インクルーシブについて、チームとして対応することを聞き、よかったと思う。発達支援センターでは

引っ掛からず、小学校、中学校に来て発達障害とされた場合、「うちの子だけ？」と感じて親が孤立する。

巡回相談などにペアレント・トレーニング、保護者への情報提供はあるか？巡回チームに子相が入ってい

ない。保健センターは小学校にあがるとウイスク検査をしない。そこに行けばできるという情報で、そう

すれば中学校まで把握できる。それをお願いしたい（意見である）。 

→保護者が不安なのは把握している。特別支援コーディネーター研がある。学校に中心となる先生がいる

ので相談してほしい。 

・保護者より自分のほうが知っているのはおかしい。新しく有効なものを使ってほしい。 

・児童生徒を広く見ている。続けてほしいが、話が変っていくこともある。２月の出来事も何か変化があ

ったのではないかと思う。発達障害だけでなく、範囲を広げて子どもの様子を見てほしい。せっかくデー

タを蓄積しているのに、もしいじめとかあれば１つの出来事でマイナスになってしまう。 

→過去のデータではいじめはなかった。相談室でも調べた。データは大事だと思う。 

・パワーポイントを使用したプロジェクトの進捗説明は分かりやすかった。事前配布された資料が報告の

ベースになるのか？ 

→教育行政評価報告書という紙ベースになる。どうしても説明を文字にせざるをえない。以前は細かく何

をやったと記述していたが、もっと全体を掴みたい。最終的には教育基本計画の各括り（章）で評価した

いと考えている。（教育基本計画に）４大プロジェクトが入っていなかったので（後期計画を）作ったので

あるが、計画自体このプロジェクト＋αを中心に動いているので、先ずはこれを報告し、ご意見をいただ

きたかった。最終的には報告書になる。 

・具体的な課題があげられているが、これを次にどう繋げるか、ＰＤＣＡを回す先のことを記入されたほ

うがよい。具体的は詳細に書かれているが、全体としてどのような方向にいくのか見え辛い。次年度以降

どうしていくかをいれたほうが評価の資料としてはよいと思う。どこまで到達しているか。事業について

は、こうしたほうがいいという記述は出てくるが、全体を評価したうえでの次のポイントを記すと取り組

みやすい。 

○新規事業について（土曜学習） 

・子ども議会の参加が少なった。選挙権のことを考えるとどうかと思うが、何か考えているか？ 

→子ども議会は小学校４年生以上にしている。他講座も低学年の参加が多い。あまり人数が多いと議場に

入りきらない。 

○その他の重要施策について（施設、教育大綱） 

・特に意見なし 
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第４章 事業及び事務の執行状況説明書 

教育総務課(平成 28年５月１日現在) 

 事業及び事務の分類 事業及び事務の執行状況 

総
務
給
食
グ
ル
ー
プ 

委員会関係事務 １ 教育委員会の会議に関する事務（議案、議事録作成） 
 平成 27年度開催実績 13回 審議事件 57件 
２ 教育委員会規則等の制定、改廃に関する事務 
 平成 27年度実績 規則 7件、要綱 1件 
３ 総合教育会議の運営と大綱の策定 

奨学金関係事務 １ 奨学資金の申請受付、給付事務（高校生） 
 平成 27年度申請人数 50人 
 平成 27年度新規給付人数 10人 
 平成 27年度給付総人数 30人 
２ 奨学資金の申請受付、貸付、返還、督促事務（大学生） 
 平成 27年度申請人数 5人 
 平成 27年度新規貸与人数 ４人 
 平成 27年度貸与総人数 15人 

庶務関係事務 １ 教育委員会内の連絡調整事務 
２ 教育委員会職員の人事に関する事務(教職員を除く。) 
３ 小中学校、調理場の臨時職員関係事務 
・校務員（小・中）13人、 
・給食調理員（共同調理場、単独調理場）35人 
・給食配膳員（小・中）32人 

４ 教育委員会の表彰関係事務 
 教育委員会表彰 15件 
５ 学校校務員研修 
 平成 27年度開催実績 11回 
６ 共催等承認申請事務 
 平成 27年度受付実績 125件 
７ 小中学校（学校開放を除く。）、調理場の目的外使用許可事務(占用許可、占用使用

料徴収を含む。) 
平成 27年度受付実績 165件 

財務関係事務 
 
 
 
 

１ 教育委員会所掌の予算、決算の管理 
２ 小中学校、調理場に係る予算の編成・配当及び財務会計処理 
３ 教育総務課の予算、執行、決算に関する事務 
４ 小中学校、調理場施設・設備の国県補助金事務 
５ 学校事務職員との連絡調整事務 

学校給食関係事
務 

１ 多治見市学校給食運営委員会関係事務 
  平成 27年度開催実績 ２回 
２ 給食会計（給食費）経理事務 
一食当たり  小学校  270円 

             中学校  310円 
             幼稚園  240円 ※平成 21年４月 1日改正 
３ 調理場整備計画進行事務 
４ 給食物資納入指定業者指定事務 
 平成 27年度給食物資納入指定業者 42社 
５ 給食物資の調達、献立事務 
 ・毎月入札 野菜、肉、一般物資（魚、デザート等） 
 ・年２回入札 調味料、加工食品（ハム等）、乾物類等 
 ・多治見市産農産物使用 ４種類（大根、トマト、キャベツ、ほうれん草） 
 ・献立検討会 毎月開催 
６ 学校給食の栄養管理・衛生管理・調理指導に関する事務 
７ 児童、生徒、保護者を対象とした栄養指導事務 
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  平成 27年度実績  
・栄養講座試食会 20回・選択給食（バイキング・セレクト）16回 
・食のうながっぱプロジェクト等で親子食育体験活動実施  200 名参加（グラン
パスツアー２回、調理実習・食育体験４回） 

 健康＆栄養手帳レシピ集の発行 1,300部、 
グランパスメニューを参考にした給食献立・食育コラム提供 各３回 

８ 食に関する調査研究事務 
９ アレルギー検討委員会運営実施 
 平成 27年度開催実績 ２回 

駅北庁舎管理事
務 

１ 駅北庁舎の維持管理事務 
２ 駅北庁舎公用車の管理事務 

施
設
耐
震
グ
ル
ー
プ 

財務関係事務 １ 小中学校施設、調理場施設に係る国庫補助金の申請・報告・請求に関する事務 
２ 小中学校施設、調理場施設に係る起債関係事務 
３ 理科教育等設備整備費補助金に係る事務 

学校管理関係契
約関係事務 
 

１ 管理に係る契約事務 
（1）小中学校、調理場敷地・設備の賃貸契約事務 
（2）小中学校、調理場施設の保守管理事務 
 エレベーター保守点検 5施設、給食用ダムウェーター保守点検 15施設、浄化槽維持

及び清掃 4 施設、警備委託 24 施設（小中学校 21 施設・調理場 3施設 ）、非常通
報装置点検 21施設、受水層・高架水槽清掃 21施設、ネットワーク保守点検 21施
設、プールろ過装置点検 21施設、消防用設備点検 24施設（小中学校 21施設・調
理場 3施設 ）、遊具点検 21施設等 

財産関係事務 １ 小中学校、調理場の施設台帳・備品台帳の整備 

施設改良関係 
事務 

１ 小中学校、調理場施設の大規模修繕工事の施工・契約事務及び設計・監督業務 
28年度予定 
 小学校 11校  29件 
 中学校 ２校   ４件 
 調理場 ２施設 ６件 
 他緊急営繕工事等 

２ 小中学校非構造部材耐震補強事業 
  28年度予定  

(1)屋内運動場 小学校 ３校 
        中学校 ２校 

  (2)校舎外壁  小学校 ２校（27年度明許繰越） 
３ その他の整備事業 
  28年度予定 
   養正小学校近接校対応調理場建設工事 
   昭和小学校近接校対応調理場建設工事（既設改修分） 
   精華小学校近接校対応調理場設計業務 

備品関係事務 １ 学校管理備品、調理場備品の購入契約事務 
２ 教職員用ＰＣ（642台）の更新 
３ 児童生徒用ＰＣ（643台）の更新 
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文化財保護センター(平成 28年５月１日現在) 

 事業及び事務の分類 事業及び事務の執行状況 

 
 

文
化
財
グ
ル
ー
プ 

文化財保護施設設
備の維持管理 

１ 文化財保護センター及び分室の施設維持管理 
２ 施設維持管理に関する委託契約等 

審議会関係事務 文化財審議会に関する事務（審議会の開催 議案、議事録作成）開催回数 年３～
４回 

文化財の保存に関
する事務 

１ 指定文化財の保護事業 
国指定文化財（８件）・国登録有形文化財（７件）・県指定文化財（１７件）・市
指定文化財（７３件） 

  ①国指定文化財の保護、管理について指導、助言、補助 
  （国宝・重要文化財、名勝、登録有形文化財等） 
  ②県・市指定文化財保存修理に関する指導、補助 
 ③多治見市所有の指定文化財の保護、管理（国長邸、西浦庭園、喜多町西遺跡、

池田１号古墳、狐塚古墳等の管理委託、妙土窯跡草刈） 
  ④民俗芸能（県指定「小木棒の手」等）の後継者育成事業 
  ⑤天然記念物の調査等（北小木のホタル、サクライソウ、シデコブシ等） 
  ⑥文化財指定のための調査研究、指定に係る事務   
２ 埋蔵文化財の保護事業 

  ①市内埋蔵文化財確認事業（開発に伴う事前の試掘調査や個人住宅建設などに伴
う発掘調査・周知の埋蔵文化財の確認調査）（国庫補助事業） 

  ②開発に伴う埋蔵文化財保存に関する指導、協議 
  ③埋蔵文化財の発掘調査及び発掘調査報告書の作成、頒布 
  ④遺跡の保存 整備  
   ⑤埋蔵文化財に関する調査研究 

文化財の収集、保
管、活用に関する事
務 

１ 民俗資料の収集、整理業務 
２ 発掘出土品、購入資料、民俗資料等の管理、活用 
３ 収蔵品の貸出、受領業務 
４ 美濃古陶の購入 

文化財の調査研究
に関する事務 

１ 未指定文化財の調査、資料収集、整理業務（西浦家文書調査等） 
２ 図書館郷土資料室との連携 

文化財普及啓発に
関する事務 

１ 保護センター企画展開催 年１～２回 
２ センター機関誌「自然と人の文化」発刊 年２回 
３ 発掘体験講座等の開催 
４ 文化財ボランティア組織の育成指導事業（文化財を学び伝える会） 
５ 文化財講演会等の開催 ２回程度 
６ 文化財解説看板等の設置、管理 
７ 学校等での民俗資料、古陶器等の資料活用（学校用貸出セット、出張授業等） 
８ 公民館、学習館、学校等での講演会や展示等の協力 
９ 多治見の文化財、多治見の植物、研究紀要、報告書等の配布、頒布  
10 美濃焼ミュージアムとの事業連携、協力 
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大畑調理場(平成 28年５月１日現在) 

事業及び事務の分類 事業及び事務の執行状況 

調
理
グ
ル
ー
プ 

担当校及び食数 
   

小学校 ５校  基本食数 ２，０２４食 
中学校 ３校  基本食数   ９６９食 
幼稚園 ４園  基本食数   ３０４食 
（副食） 
養正幼稚園 愛児幼稚園 精華幼稚園 昭和幼稚園 
養正小学校 精華小学校 昭和小学校 市之倉小学校 
脇之島小学校 平和中学校 南ヶ丘中学校 多治見中学校 
（米食） 
滝呂小学校・池田小学校を除く全小中学校 全幼稚園 

調理能力及び 
調理食数 

調理能力 副食 ４，５００食 米食 ４，５００食 
調理食数 副食 ３，４２０食 米食 ４，５００食 

配送及び車両 配送 日本通運㈱委託 
配送車 米食用 コンテナー６台用 ２台 
        コンテナー４台用 １台 
    副食用 コンテナー６台用 ３台 
連絡車 ９人乗りバン １台 

バン     １台   

セ
ン
タ
ー
グ
ル
ー
プ 

食器洗浄能力 ２時間で最大約６０，０００点（約１５，０００食分） 

食器の総数、種類
及びデザイン 
 

総数    ５３,７２１点 （平成２８年３月末） 
種類 ６種類（小碗・中碗・丼・小皿・中皿・大丸皿） 
デザイン ６種類（小鳥の森、ライン、ペンシル、ドリーム、サマー・デイ、メリ

ーゴーランド） 

配送及び車両 
 

配送 日本通運㈱委託 
配送車両 給食配送車両と併用（総数１２台） 
配送区域 市立幼稚園、小学校及び中学校 

 
共栄調理場(平成 28年５月１日現在) 

 事業及び事務の分類 事業及び事務の執行状況  

調
理
グ
ル
ー
プ 

担当校及び食数 
   

食数:副食 
幼稚園 １園  基本食数   １６６食 
小学校 ４校  基本食数 ２，０５３食 
中学校 ３校  基本食数 １，３２５食 
担当校 
幼稚園：明和幼稚園 
小学校：共栄小学校 小泉小学校 南姫小学校  

 根本小学校 
中学校：陶都中学校 小泉中学校 南姫中学校  

調理能力及び 

調理食数 

調理能力 副食 ４，５００食 

調理食数 副食 ３,６６０ 食 

配送及び車両 配送 日本通運㈱委託 

配送車 副食用 コンテナー６台用 ５台 

連絡車 バン    １台 

＊平成２２年９月より、調理・洗浄業務を民間委託としている。  
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教育推進課(平成 28年５月１日現在) 

事業及び事務の分類 事業及び事務の執行状況 

教
育
推
進
グ
ル
ー
プ
（
教
育
相
談
室
） 

就学関係 ［児童生徒数及び学級数］(平成２８年４月１日現在) 
 
１ 小学校  

学校名 学級数 児童数 
養正小 13 (2) 336 
精華小 25 (2) 773 
共栄小 16 (3) 428 
昭和小 14 (2) 311 
小泉小 23 (3) 663 
池田小 14 (2) 356 
市之倉小 12 (0) 258 
滝呂小 22 (2) 649 
南姫小 10 (2) 201 
根本小 21 (2) 630 
北栄小 20 (2) 534 
脇之島小 9 (2) 202 
笠原小 14 (2) 345 
合 計 213 (26) 5,686 

 
２ 中学校 

学校名 学級数 生徒数 
陶都中 20 (2) 582 
多治見中 15 (2) 445 
平和中 7 (1) 152 
小泉中 17 (1) 497 
南ヶ丘中 11 (1) 294 
北陵中 16 (2) 457 
南姫中 8 (2) 151 
笠原中 12 (3) 272 
合計 106 (14) 2,850 

 
＊ （ ）は特別支援学級の内数 

就学援助関係  
［要保護・準要保護給与者数（平成 27年度前期実績）］ 
要保護 小学校 1人 

中学校 0人 

準要保護 小学校 433人 

中学校 281人 

合  計 715人 

 
［特別支援教育就学奨励費給与者数 

（平成 27年度前期実績）］ 

小学校 69人 

中学校 31人 

合 計 100人 
 

人事関係 １ 県費負担教職員数（常勤職員） 
（平成 28年４月） 

小学校 中学校 合 計 

316人 205人 521人 
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 ２ 市費負担中学校非常勤講師 
（平成 28年４月） 

陶都中 小泉中 南ヶ丘中 北陵中 

４人 １人 2人 2人 
 

学校体育関係 ［中体連日程（平成 28年度予定）］ 
 市夏季大会   ７月 2日～７月 3日 
 東濃大会    ７月 16日～７月 24日 

（陸上 6月 11日 水泳 6月 25日） 
 岐阜県大会   ７月 23日～7月 31日 
 東海大会    8月 6日～8月 10日 
 全国大会    8月 17日～8月 25日 

学校保健衛生 
関係 

１ 諸検査等の実施 
(1) 児童 

就学時健康診断、定期健康診断、血液検査、心電図検査、尿検査、曉
虫卵検査、回虫検査 

(2) 生徒 
定期健康診断、血液検査、心電図検査、尿検査 

(3) 教職員 
定期健康診断、結核診断 

 

２ 平成 27年度 児童生徒の体位状況  

  
   

小１年 小６年 中３年 

男 女 男 女 男 女 

身

長
(
cm) 

市平均 116.5 114.6 144.7 147.2 164.5 156.1 

県平均 116.2 115.1 144.2 146.6 165.1 155.8 

体

重

(
kg) 

市平均 21.3 20.5 37.2 39.1  52.7  48.2 

県平均 21.2  20.6  36.5  39.0 54.0  49.4 

座

高

(
cm) 

市平均 65.0 64.1 77.4  79.5  87.8 84.8 

県平均 64.6 64.2  77.2  79.1  88.2  84.6 

 
３ 学校管理下における災害について、独立行政法人日本スポーツ振興セン

ターに給付金の支払いを請求する。 
平成 27年度の請求件数（平成 28年 4月１日現在） 

  小学校 中学校 

件数 530件 303件 
 

教育相談関係 特別な教育的支援を必要とする児童生徒一人ひとりのニーズに応じた適切な
就学を支援 
１ ハイパーＱＵの実施 小学校５・６年生、全中学生対象 
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 ２ 就学等支援委員会 平成 28年度 ３回開催予定 
３ 不登校児童生徒適応指導 
  ・不登校児童、生徒数（平成 27年度） 

  小学校 中学校 
人数 26人 86人 

４ 障がいのある児童、生徒の学校生活を支援するキキョウスタッフを配置
（平成 28年度） 

  小学校 中学校 

人数 38人 0人 
 

 

放課後児童健全育成
事業関係事務 

○放課後児童クラブ数（カッコ内がクラブ数） 
 ・市内全13小学校区に18クラブを設置 
養正(１)  精華(３)  共栄(１)  昭和(１)  
小泉(２)  池田(１)  市之倉(１)  滝呂(１) 
南姫(１)  根本(２)  北栄(２)  脇之島(１) 
 笠原(１) 

 ○委託先：すべて法人に委託 
NPO法人(７)  公益財団法人(６) 
公益社団法人(２)  株式会社(２) 
一般社団法人(１) 

○規模：20～35人(6)、36～45人（3）、46～55人（4） 
56～70人(1)、71～85人（2）、86人以上（1） 

 

教育行政全般 １ 多治見市４大教育プランの推進 
（１）多治見市インクルーシブ教育推進プランの推進 
・巡回相談と就学等支援委員会の実施 
・タブレット端末を活用した早期からの支援事業 
・プロフィールブックの周知と運用 
・特別支援コーディネーター部会の実施 
・ユニバーサルデザインの授業の指導 
・実践事例集の作成と活用 

（２）親育ち４・３・６・３たじみプランの推進 
・親育ち広報・講演会開催 
・親育ち支援委員会・事務局会議の開催（４回予定） 
・親育ちモデル校区事業の実施（第２期モデル校区： 
南姫中校区） 

２ 教育委員会事務の管理、執行状況点検および評価の実施と公表 
  ・教育行政評価委員会による進捗状況の点検評価 
３ ＰＴＡとの連携 
  ・新家族の約束十二か条の推進（三行詩コンクール他） 
４ 青少年まちづくり市民会議の推進 
   ・校区青少年まちづくり市民会議との連携 
   ・各種事業の実施（H28年度予定：6/25わたしの主張大会、11/19青少年

まちづくり市民大会） 
・青少年健全育成のための啓発活動 

５ 青少年育成推進員会議開催（10回） 
６ 東濃西部少年センターとの連絡調整 

・街頭指導（多治見地区少年指導部） 
７ 岐阜県立入調査員（３人） 
  有害図書等の立入調査（月１回） 
８ 教育長賞詞 27年度実績 団体 11件、個人 5件(11人) 
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   教育研究所（平成 28年５月１日現在） 

事業及び事務の分類 事務及び事務の執行状況 

グ
ル
ー
プ
制
不
採
用 

 
 

      

教 
   

育 
   

研 
   

究 
   

所 
 訪問指導関係 １ 教育長訪問 

 ・教育長訪問に同行し、公立幼稚園及び保育園・小学校・中学校の園・学校経営や
学習指導の状況を把握し、指導・助言 

２ 中学校区別教育懇談会（幼保・小・中の連携） 
 ・年度当初に、８中学校区別に懇談会を行い、地域の状況に即した教育を促進 
３ 研修相談：校内研修推進のための指導・助言 
４ 校内研究会への参加 
 ・各園・校の研究会に参加し、指導・助言 
 ・指定校への指導・助言 
５ 教育研究団体への助言 
 ・多治見市教育研究会（２７部会） 
６ 教育相談 
 ・学校・園の経営及び指導の在り方について相談 

研修事業関係 １ 各種研修会（教育フォーラム、人権教育研修会、男女共同参画研修会、小学校英
語活動研修会、非常勤講師研修会、教師塾セミナー、得意セミナー等） 

２ 市初任者教員研修会（年４回） 
３ 若手教員（２～６年目）対象研修会（年２回程度） 
４ 研究関係 

（１） 教育実践論文（２）研究報告会（３）東濃地区教育推進協議会実践交流会の実践発表 

５ 多治見市教育研究会 教科部会（年４回） 
６ 職務別研修会              
７ 多治見市教育課題研究発表会 
８ 教育たじみの発行 

推進事業関係 １ 習慣向上プロジェクトたじみプラン（習慣向上 PJ たじみプラン推進委員会、習
慣向上指導研究会） 

２ 土曜学習の実施（年９回） 
３ 教師塾プラン（参考書作成、教師塾セミナー、自主研修支援） 
４ 多治見市教育検討委員会（職務別検討委員会） 
５ 各種主任会等（研究主任、図書、人権教育、情報教育） 
６ 多治見市子どもの読書活動推進委員会（年３回） 
７ 体力向上推進委員会（年４回） 
８ 自信力向上研究推進委員会（年４回） 
９ ユニバーサルデザインの授業づくり 

調査研究事業関係 
 

１ 研究所連盟、合同研修会の活動 
２ 県教育委員会との連携による調査・研究 
３ 食生活習慣調査 

文書事務 １ 県教育委員会関係の文書事務 
２ 県教育委員会との連携による調査・研究に関わる文書事務 
３ 教育研究所の書籍及び DVD等貸し出しに関わる事務 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
第４章 教育行政評価委員会評価（平成 28年度第 1回多治見市教育行政評価委員会（H28.10.17）） 

 子どもの貧困について 
 （１）貧困は進んでいる状況。直近と前年度比等の比較データがほしい。 
  ←（教育委員会）今後、そのような表記にしたい。 
 （２）準要保護の基準はどのようか。 
  ←（教育委員会）要件は８項目ありどれかにあてはまれば適用となる。例えば、児童扶養手当受給者、

収入目安は生活保護の 1.5 倍。 
 （３）準要保護の周知方法はどのようか。 

  ←（教育委員会）年度当初にお知らせし、学校からの働きかけも行っている。 
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第５章 平成 27 年度決算について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５章 教育行政評価委員会評価（平成 28年度第 1回多治見市教育行政評価委員会（H28.10.17）） 

 文化財の予算の未執行の割合の高さについての理由はどのようなものか。 

←（教育委員会）古陶器を購入するための予算であったが、適するものの購入に至らなかった。 

予算現額(千円) 決算額（千円）

10 教　育　費 4,958,187 4,288,867 86.50

1 教育総務費 297,483 282,564 94.98

1 教育委員会費 2,560 2,387 93.24

2 事務局費 234,632 229,439 97.79

3 教育研究所費 58,834 49,405 83.97

4 教職員住宅費 1,457 1,333 91.49

2 小学校費　　　　　　　　　　　　　　　　1,364,764 1,076,603 78.89

1 学校管理費 578,237 432,040 74.72

2 教育振興費 46,014 44,033 95.69

3 施設建設改良費 740,513 600,530 81.10

3 中学校費　　　　　　　　　　　　　　　　493,583 392,365 79.49

1 学校管理費 332,391 235,544 70.86

2 教育振興費 41,508 39,116 94.24

3 施設建設改良費 119,684 117,705 98.35

5 幼稚園費　　　　　　　　　　　　　　　　621,280 521,372 83.92

1 幼稚園費 606,595 507,698 83.70

2 言葉の教室費 379 338 89.18

3 幼稚園施設改良費 14,306 13,336 93.22

6 社会教育費　　　　　　　　　　　　　　　689,822 662,249 96.00

1 社会教育総務費 40,613 39,854 98.13

2 文化財保護費 55,764 31,753 56.94

3 公民館費 291,827 290,048 99.39

4 学習館費 130,653 130,116 99.59

5 図書館費 140,556 140,555 100.00

9 文化財保護センター費 30,409 29,923 98.40

7 保健体育費　　　　　　　　　　　　　　　453,962 401,087 88.35

1 保健体育総務費 95,601 93,130 97.42

2 学校保健体育費 44,600 39,964 89.61

3 体育施設費 155,629 155,169 99.70

4 体育館費 158,132 112,824 71.35

8 学校給食費　　　　　　　　　　　　　　　1,037,293 952,627 91.84

1 学校給食総務費 74,702 72,491 97.04

2 学校給食調理場費 402,369 379,905 94.42

3 学校給食施設建設改良費 560,222 500,231 89.29

款　　項　　目
予算の執行

執行率(%)


